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はじめに 

Corporate & Tax Global Updateは、ベーカーマッケンジーのグローバルネット

ワークを最大限に活かし、日本と世界各国の会社法務及び税務の「今」をタイム

リーにお届けしています。 

Vol. 117となる本号では、令和 8年度税制改正に関する「所得税法等の一部

を改正する法律案」の施行、サウジアラビアにおける不可抗力の最新法制動向等の

最新情報をお届けします。本ニューズレターが会社法務と税務の分野にお

ける皆様の羅針盤となれば幸いです。 

 

目次 
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シンガポール：2026年度予算及び税制改正 

フィリピン：フィリピン競争委員会、M&A取引に係る事前届出義務基準額を引上
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英国：春季財政報告及び春季経済見通しの公表 

「2026年 グローバル データ＆ 

サイバー ハンドブック」 

発行のお知らせ（英語） 

 
ベーカーマッケンジーでは毎年「グ

ローバル データ＆サイバー ハンド

ブック」をアップデートしています。

最新版では、50 を超える法域の最新動

向を比較しながら整理し、グローバル

規制の全体像を一望できる内容となっ

ています。 

 

本ハンドブックでは以下のテーマを幅

広く網羅しています： 

  

• AI に関する主要な規制動向 

• 非個人データ・企業データの取り

扱いを巡る各国制度 

• 規制当局のアプローチや執行動向 

• 利用可能な救済措置や罰則 

• クロスボーダーデータ移転に対す

る制限等 

 

以下の画像をクリックしてご覧くださ

い。 

 

 

Newsletter%20202603%20CorporateTax%20Vol%20117.docx#日本
Newsletter%20202603%20CorporateTax%20Vol%20117.docx#日本
https://resourcehub.bakermckenzie.com/en/resources/global-data-and-cyber-handbook-lite
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1. 日本 

日本 

令和 8年度税制改正に関する「所得税法等の一部を改正する法

律案」の施行 

令和 8年度税制改正に関する「所得税法等の一部を改正する法律案」が 2026

年 3月 31日に国会において可決成立し、2026年 4月 1日から施行された。

基本的に 2025年 12月 26日に閣議決定された令和 8年度税制改正大綱に記

載された内容が法制化されたが、これに加えて 2026年 1月 23日に閣議決定

された「グローバル・ミニマム課税に係る国際合意を踏まえた措置」につい

ても立法措置が講じられた。 

具体的には法人税法第 82条の 3第 7項において、特定多国籍企業グループの

最終親会社等が以下の要件を満たしているとして財務大臣が指定する国を所

在地国とする場合には、当該多国籍企業グループ等に属する構成会社等につ

いては、国際最低課税額を課さないこととされた。 

① その国の租税に関する法令において、20％以上の税率により会社等の所

得に対する租税を課することとされていること。 

② その国の租税に関する法令において、自国内最低課税額に係る税を課す

ることとされていること、又はその会社等の各対象会計年度に係る当期

純損益金額を基礎として計算した金額に対して 15％以上の税率により租

税を課することとされていること。 

③ その国の租税に関する法令において、他の会社等の子会社等がその本店

又は主たる事務所の所在する国においてその事業の管理、支配及び運営

を自ら行っていない場合その他の場合において、その子会社等の所得の

金額を当該他の会社等の収益の額とみなして益金の額に算入する規定で

あって、原則としてその子会社等の全ての所得の金額を基礎としてその

益金の額に算入する金額を算出するものが設けられていること。 

④ その国の租税に関する法令において、会社等の所得に対する租税の額か

らその国以外の国の租税に関する法令により課される自国内最低課税額

に係る税の額を控除することができる規定が設けられていること。 

また、法人税法第 82条の 11第 4項においても同様の規定が設けられ、上記

の要件を満たすものとして財務大臣が指定する国を最終親会社等とする特定

多国籍企業グループに関しては、当該国に係る部分については、国際最低課

税残余額を課さないとされた。 

2026年 3月 31日の税制改正法案が可決された同日に財務省告示第 89号にお

いて、上記の財務大臣が指定する国としてアメリカ合衆国が指定された。こ

れにより、最終親会社等がアメリカである多国籍企業グループに対しては、

日本の国際最低課税額に対する法人税及び国際最低課税残余額に対する法人

税は課されないこととなった。 

アメリカにおいて Global Intangible Low-Taxed Income（GILTI）が適用され

ていることに鑑みて、グローバル・ミニマムタックス制度からアメリカ多国

籍企業を除外する趣旨であると考えられる。ただし、グローバル・ミニマム

タックス（国際最低課税額に対する法人税）は国ごとに実効税率を計算し、

最低税率（15％）未満の国に子会社を有する場合には、当該国以外の国の実

効税率が最低税率より高くてもグローバル・ミニマムタックスが課されるの

に対し、GILTIは実効税率の計算が所謂グローバル・ブレンディングである

ことから、基本的な構造としては、GILTIの負担の方が少なくなると考えら

「2026年金融機関ロードマップ：

５つの最重要テーマ」 

発行のお知らせ（英語） 

 
本レポートでは、2026年に金融サービ

ス業界を形作る主要トレンド、新たに

顕在化するリスク、そして金融機関が

今まさに直面する課題について、実務

に役立つ視点で整理・解説していま

す。 

 

2026 年の戦略策定に向けた示唆を得

るための一助として、以下の画像をク

リックしてご覧ください。 

 

 

https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2026/01/whats-on-the-radar-for-financial-institutions
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れる。このことから、公平な国際競争力を担保するという観点から議論が生

じる可能性がある。 

最初のページに戻る 

2. アジア 

サウジアラビア 

サウジアラビアにおける不可抗力の最新法制動向 

概要 

最近の国際情勢及び市場環境の変化を背景として、サウジアラビア法上にお

ける不可抗力（Force Majeure）による救済の可否及びその範囲が、大きな関

心の対象となっている。サウジアラビア法を準拠法とする契約の当事者は、

予見不能な事象が、契約の履行、リスク配分、執行可能性にいかなる影響を

及ぼし得るのか、またどの程度まで影響するのかを慎重に検討している。 

以下では、サウジアラビア法上の不可抗力の主張に関して重要となる主要な

考慮要素を整理するとともに、契約当事者が自らの立場を検討する際に留意

すべき実務上の論点について概説する。 

詳細 

1. 法的枠組み 

サウジアラビア法における不可抗力は、従来、契約条項、一般法原則、及び

サウジアラビア裁判所が個別事案ごとに適用するシャリーア（Sharia）に基

づく法理（Sharia‑based doctrines）に依拠して運用されており、救済の成否

は、事実関係、事象の性質、及び契約上の義務への影響に大きく左右されて

きた。 

もっとも、現在では、民事取引法（Civil Transactions Law）第 125条におい

て、不可抗力が明文で認められ、成文化されている。同条は、当事者が別途

合意しない限り、不可抗力等当事者の支配を超える原因によって生じた損害

については、責任を負わない旨を定めている。 

もっとも、この法理は依然としてシャリーア原則に基づき解釈・適用される

枠組みであり、明示的な不可抗力条項が存在しない場合であっても適用され

得る。ただし、不可抗力の成立要件のハードルは高く、立証責任は不可抗力

を主張する当事者に課されている。 

2. 範囲及び要件 

不可抗力についての明確なリストは存在しておらず、裁判所は、当該事象の

個別具体的事情を踏まえて判断を行う。実務上、不可抗力が認められるため

には、①予期されていない事象であること、②当事者の支配を超える事象で

あること、③防止又は回避すること、が不可能であり、これらの結果として

契約の履行が客観的に不可能となることが必要である。 

予見可能性の判断は非常に厳格であり、極めて高い注意力と洞察力を有する

合理的な第三者を基準として評価される。裁判所は不可抗力の適用を限定的

に解釈しており、単なる履行困難、採算悪化、金銭的損失のみでは足りない

とされている。一般に、収益の減少は通常の事業上のリスクの一部と考えら

れている。 

  

「2026年リーガルトレンド 

最前線」公開（英語） 

 
「2026 Legal Trends to Watch」を 

公開しました。 

 

2026年、企業が直面する主要な法務リ

スクと機会について、貿易、AI・サイ

バーセキュリティ、税務、金融、M&A

及び雇用といった企業の経営判断に大

きく影響する 6つの領域を取り上げて

ご紹介します。 

 

詳細はこちら。 

 

 

https://bakerxchange.com/collect/click.aspx?u=NlpuT3BURXg4OG5vSzJHT2NBaGdYc3FXcHBldzdxaWplZVlkTFVHdEVCNjRVK3E0clhIaWRhWmpCTWlQZDRJdXZGdURMNTNGcS90SXQ0d24wdC9pQno5UUJXQ21TVHV6LytsdHRXOWpFWlA3aGQ0RExaS0ZLNE1BRDBTbzlQUG4rTXhtb3dmRmtMcz0=&rh=ff00fe3659ce3d807d3511cb0247b6938bb2b892
https://www.bakermckenzie.com/en/insight/topics/2026-legal-trends-to-watch
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3. 判断要素 

理論的に、不可抗力は、支払義務にも適用され得るが、支払い自体が技術的

には可能である場合には、「履行不能」という要件を満たすことは困難であ

る。また、不可抗力の判断にあたって、裁判所は、①事象の継続期間、②契

約の存続期間又は③当事者間での再交渉等の代替的な解決策が存在していた

かという点も併せて考慮する。なお、不可抗力の該当性の判断に際しては、

裁判所に広範な裁量が認められている。 

4. 救済措置 

不可抗力が認められた場合の救済措置については、契約の性質及び不可抗力

事象の期間に応じて以下のように異なる。 

• 不可抗力事象が一時的な期間にとどまる場合 

債務不履行と評価されることなく、履行義務の一時停止が認められる可

能性がある 

• 不可抗力事象が長期にわたる場合 

履行義務の一時停止に加えて、契約解除が正当化され得る 

しかしながら、不可抗力が認められた場合においても、裁判所は、相手方が

契約に依拠して損害を被った場合には、補償を命じる可能性がある。また、

不当に不可抗力を主張した当事者は、不当解除及びそれに伴う損害賠償責任

を負う可能性がある。 

5. 通知 

一般に、不可抗力が発生した場合、合理的期間内に通知を行うべきとされて

いる。もっとも、合理的期間の解釈は事象の性質により異なる。特に、通知

が早期になされていれば、相手方が是正措置を講じ、損害を軽減できた可能

性がある場合には、裁判所は迅速な通知を要求する傾向にある。このような

場合に通知を怠ったことは、不可抗力の主張の妥当性判断にあたって、不利

な要素として考慮され得る。 

6. 関連法理：緊急事態の法理 

不可抗力に加えて、裁判所は、シャリーアに基づく緊急事態の法理を適用す

ることがある。この法理は、履行が理論上は可能であるものの、予測不能か

つ回避不能な事情により、履行を強制すると異常かつ重大な困難が生じる場

合に、契約履行の内容を修正又は免除することを認めるものである。不可抗

力とは異なり、この法理は、契約の履行自体は可能であるが、外部的な事情

によって契約上の利益を享受することが実質的に妨げられ、契約の衡平が根

本的に崩れる場合に適用される。裁判所は、義務の停止、調整、解除につい

て広範な裁量を有するが、救済が認められるのは、困難の程度が通常の事業

リスクを明らかに超える場合に限られる。また、結果的に正当化されないと

判断された場合には、当該法理を主張した当事者が責任を負うリスクがあ

る。 

最初のページに戻る 

「データセンター最前線：最新動

向と重要ポイント」発行（英語） 

 
データセンターは、AI、クラウドコン

ピューティング、ビジネスを支える IT

インフラとして台頭し、現在では政府

のデジタル戦略や民間企業のイノベー

ションに不可欠な存在となっていま

す。AI技術の発展とともに、世界中で

データセンター開発に対する急速な変

革が生じており、データセンター施設

の設計、立地選定、投資戦略の各側面

において、大きな影響を与えていま

す。 

 

データセンターの分野は大きな「機

会」を生み出していますが、一方で

データセンターを取り巻く環境は複雑

かつダイナミックであり、幅広い法的

課題を含み、戦略的取引、規制遵守、

革新的ソリューションといった項目に

総合的に取り組んでいかねばなりませ

ん。もちろん、サステナビリティも重

要なテーマとなります。 

 

本レポートでは、デベロッパー、投資

家、オペレーターの各関係者のため

に、現在のデータセンターの資金調

達・投資環境、開発、計画、運営、税

務等の状況を概観し、主要な問題につ

いて触れております。 

 

本レポートへのアクセスはこちら。 

 

 

https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2025/12/data-centers-unlocked
https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2025/12/data-centers-unlocked
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シンガポール 

2026年度予算及び税制改正1 

シンガポール政府は、2026年度予算（以下、「本予算」）において、地政学

的緊張の高まり及び技術革新の急速な進展、とりわけ人工知能（の普及）を

背景とする国際経済環境の変化に対応しつつ、同国の中長期的な競争力を維

持及び強化することを主要な政策目的として掲げている。本予算では、グ

ローバル・ミニマム課税（いわゆる Pillar Two）への対応を明確化するととも

に、多国籍企業にとって魅力的なビジネス拠点であり続けるための各種施策

が示された。日系多国籍企業においても、今後公表されるガイダンスを踏ま

えて、実務的影響を慎重に検討する必要がある。 

1. グローバル・ミニマム課税への対応 

国内トップアップ税（Domestic Top-up Tax）及び多国籍企業トップアップ税

（Multinational Enterprise Top-up Tax）を引き続き適用する方針が改めて示

された。これらの税制は、2024年に制定された Multinational Enterprise

（Minimum Tax）Actに基づき、2025年 1月 1日以降に開始する事業年度か

ら適用されている。政府は、これにより 2027年度以降、法人税の収入の増

加が見込まれるとしている。 

また、2025年以降に国際的に議論が進展した Side-by-Sideパッケージについ

ても、OECDが 2026年 1月に公表した内容を踏まえ、同パッケージを国内

法令に反映させる可能性が示唆されている。これが実現した場合、一定の条

件を満たす多国籍企業グループについては、所得合算ルール（Income 

Inclusion Rule）の適用が免除されるなど、実務上重要な影響が生じ得る。 

2. 投資促進インセンティブの延長及び強化 

本予算では、グローバル・ミニマム課税導入後の国際的な投資環境の競争激

化を踏まえ、税制優遇に加えて補助金や金融支援を含む投資促進を総合的に

強化する方針が示されている。 

（1）Finance and Treasury Centre（FTC）インセンティブ 

FTCインセンティブは、適格とされる事業から生じる所得につき、8%又は

10%の法人税率を適用するものであり、従来 2026年 12月 31日までとされ

ていた適用期限が、2031年 12月 31日まで延長される。また、2026年 2月

13日以降に行われる支払について、源泉税の免除の対象となる取引が拡大さ

れる。 

（2）グローバル・トレーダー・プログラム（GTP） 

GTPについても、適用期限が 2031年 12月 31日まで延長されるとともに、

対象となる取引商品に環境属性証書（Environmental Attribute Certificates）

が追加される。 

3. 税額控除制度等の拡充 

（1）AI関連投資に対する税制優遇 

企業イノベーション・スキーム（Enterprise Innovation Scheme）は、2027

年度及び 2028年度において、対象となる支出に AI関連支出を追加し、最大

5万 SGDまで、400%の所得控除又は償却を認める。 

 
1 本稿はベーカーマッケンジー シンガポールオフィスの Client Alertの抄訳である。詳

細は原文を参照されたい。 

「アジア太平洋地域雇用法トレン

ド」最新レポート発行（英語） 

 
世界的な不確実性が続く中、アジア太

平洋地域の企業は複雑な課題に直面し

ています。労働規制や従業員の期待値

の変化に対応するため、企業は迅速か

つ戦略的な判断が求められています。 

 

こうした状況では、雇用法の最新動向

を把握することが不可欠です。本レ

ポートでは、企業が直面するリスクや

機会について、タイムリーな法的イン

サイトと実践的なガイダンスを提供し

ます。 

  

是非ご一読の上、さらに詳細をお知り

になりたいときは弊所人事労務グルー

プまでご相談ください。 

 

本レポートへのアクセスはこちら。 

 

 

https://www.bakermckenzie.com/-/media/files/insight/publications/2026/03/singapore-budget-2026--key-tax-updates.pdf?sc_lang=en&rev=95e7babee16444e59e3dbf601704d08d&hash=9DC134163B84F02D74B2BE5C11FF2526
mailto:info.tokyo@bakermckenzie.com
mailto:info.tokyo@bakermckenzie.com
https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2025/09/key-employment-trends-asia-pacific
https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2025/09/key-employment-trends-asia-pacific
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（2）法人所得税リベート 

2026年度の課税所得に対して、法人所得税額の 40％相当のリベートが付与

される。一定の雇用要件を満たす企業には、最低 1,500 SGDの給付が自動的

に行われる。 

（3）海外展開支援 

海外市場進出を支援するための 200%所得控除制度（Double Tax Deduction 

for Internationalization）について、事前承認不要枠の上限引上げ及び対象と

なる経費の拡充が行われる。 

最初のページに戻る 

 

フィリピン 

フィリピン競争委員会、M&A取引に係る事前届出義務基準額を

引上げ 

概要 

2026年 3月 2日付のプレスリリースにおいて、フィリピン競争委員会（以

下、「PCC」）は、M&A取引に関する事前届出義務の基準額について、当事

者規模基準（size of person test）を 85億フィリピンペソから 91億フィリピ

ンペソへ、取引規模基準（size of transaction test）を 35億フィリピンペソか

ら 38億フィリピンペソへ引上げた。 

これは、2015年にフィリピン競争法（以下、「PCA」）が制定されて以来、

9回目の基準額改定となる。新たな基準額は 2026年 3月 1日から適用され

る。2026年 3月 1日以前になされた届出、現在審査中の M&A取引、及び既

に PCCが判断を下した取引には影響しない。 

1. 推奨される対応 

2026年 3月 1日以降、M&A取引は、当事者規模基準が 91億フィリピンペ

ソ、取引規模基準が 38億フィリピンペソという新基準を満たす場合、PCC

への事前届出の対象となる。 

事前届出義務の基準を満たす M&A取引は PCCに届出を行う必要があり、

PCA施行規則及び合併手続規則に定められるとおり、PCCの承認を得るか、

又は待機期間が満了するまでは取引を実行してはならない。 

2. 詳細 

PCA施行規則の下では、M&A取引が当事者規模基準及び取引規模基準の双

方を満たす場合、当事者は PCCへの届出を行う義務を負う。 

• 当事者規模基準 

以下のいずれかに該当する場合、当事者規模基準を満たすものとされる。 

(a) 取得者又は被取得者の最終親会社における、フィリピン国内、フィリピ

ン向け又はフィリピンからの年間総売上高、又は 

 

(b) 取得者又は被取得者の最終親会社がフィリピン国内に有する資産の価額

が 91億フィリピンペソを超える場合。 

 

• 取引規模基準 

「グローバル秘匿特権ガイド」 

第5版発行（英語） 

 
「グローバル秘匿特権ガイド」第 5版

では、新たな法域としてチリ、コロン

ビア、サウジアラビア、スイス、ウク

ライナ及びベネズエラが追加され世界

主要 38法域の秘匿特権に関する法令

と実務を包括的に網羅しています。サ

イバーインシデント対応や社内調査に

おける秘匿特権の適用範囲、AIツール

の出入力に関する秘匿性の問題、クロ

スボーダー取引の秘匿特権の扱い等、

実務上の重要課題についても詳しく解

説しています。各国ごとに異なる複雑

な秘匿特権のルールを把握し、現地弁

護士との秘密保持を徹底する必要があ

る企業にとって、貴重なリソースとな

ります。 

  

是非ご一読の上、さらに詳細をお知り

になりたいときは弊所紛争解決グルー

プまでご相談ください。 

 

本ガイドへのアクセスはこちら。 

 

 

https://bakerxchange.com/collect/click.aspx?u=ajFKWUgrbUtaTEFseWgydW5Pc2V5bnRkVlFlcEF6RGlYdG9nTWg5dWtJdU9ZU3NXaW9lS1NLY3ZyRWhGaXJKU3VkRGdwK0hocWNIL3BkMnF4VGRER1ZYcHo0ZjlDcDh0YUU2WlBidEVvNytWdytKazRTU3RFcGkwNVlBaWZNSzV3N01vQWtqM2dVRGRXT2dDRDFYSEZnPT0=&rh=ff00f1ae201809a3e004830cf347939b96b93af4
https://bakerxchange.com/collect/click.aspx?u=ajFKWUgrbUtaTEFseWgydW5Pc2V5bnRkVlFlcEF6RGlYdG9nTWg5dWtJdU9ZU3NXaW9lS1NLY3ZyRWhGaXJKU3VkRGdwK0hocWNIL3BkMnF4VGRER1ZYcHo0ZjlDcDh0YUU2WlBidEVvNytWdytKazRTU3RFcGkwNVlBaWZNSzV3N01vQWtqM2dVRGRXT2dDRDFYSEZnPT0=&rh=ff00f1ae201809a3e004830cf347939b96b93af4
https://bakerxchange.com/collect/click.aspx?u=ajFKWUgrbUtaTEFseWgydW5Pc2V5bnRkVlFlcEF6RGlYdG9nTWg5dWtJdmszMGd4YTV5M1RmeGVheng0ekcxRkFOU05pOHcyeGxTd3VWZ2NYMkttT1UrUTkxbE9CeUtTNjdUVjZzQ0ZDdGlMcmNZSTU4UlREYXRNcjZzV2N1SERSMGNzczZaSXFVNjdrdVByUlY3MnNjc0hVL01QZ3Z5YQ==&rh=ff00f1ae201809a3e004830cf347939b96b93af4
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取引規模基準は、以下のとおり、M&A取引の類型に応じて判断される。 

① 資産取得の場合 

以下の要件の双方を満たす場合、事前届出が必要となる。 

(a) 取得対象資産がフィリピン国内に所在する場合には当該資産のフィリピ

ン国内における価額、又は取得対象資産がフィリピン国外に所在する場

合には取得者のフィリピン国内資産の価額が 38億フィリピンペソを超え

ること、並びに 

 

(b) 当該資産がフィリピン国内又はフィリピン向けに生み出す売上高が 38億

フィリピンペソを超えること。 

② 会社の株式又は非法人組織における持分の取得の場合 

以下の要件の双方を満たす場合、事前届出が必要となる。 

(a) 対象会社のフィリピン国内、フィリピン向け又はフィリピンからの資産

価額又は総売上高が 38億フィリピンペソを超えること、並びに 

 

(b) 当該取得により、取得者及びその関連会社の議決権株式数又は利益持分

が 35％超となること、又は、取得前に既に 35％超の持分を有している場

合には 50％超となること。 

③ ジョイント・ベンチャーの場合 

フィリピン国内でジョイント・ベンチャーに結合又は拠出される資産の総価

額、又は当該資産からフィリピン国内で生じる総売上高が 38億フィリピンペ

ソを超える場合、取得者は事前届出の対象となる。 

 

ベトナム 

外国人投資家向けの新たな証券取引規則 

概要 

2026年 2月 3日、財務省（MOF）は、証券市場における情報開示に関する

通達、上場株式・取引登録株式・ファンド証券・社債・上場カバードワラン

トの取引に関する通達、及び証券会社の業務を規律する通達を改正する通達

No. 08/2026/TT-BTC（以下、「Circular 08」）を公表した。 

Circular 08は、2026年 9月までにベトナムの FTSEラッセルの新興市場への

格上げ目標を支援することを目的としており、外国人投資家に関する証券取

引所取引規則、外国ファンド運用会社及び外国証券会社向けデュアル口座構

造、ノン・プリファンディング（NPF）取引の不履行に対処するための仕組

みに関連する主要な改革を導入する。 

主なポイント 

• 外国人投資家はグローバルブローカーを通じて発注することが可能 

• 外国ファンド運用会社及び外国証券会社におけるデュアル口座構造の導

入（自己勘定用口座及び顧客取引管理用口座） 

NPF取引失敗時の新たな処理メカニズム 

当該取引を行ったローカルブローカーは、両ローカルブローカー間の合

意に基づき、VSDC（ベトナム証券預託清算機関）に対し、未払株式及び

「グローバルグループ再編 

ガイド」発行 

 
世界各国で多くのグループ企業を有す

る欧米の多国籍企業は、越境合併、越

境分割、越境組織変更や税務上の居住

地の変更等、組織再編の手法を活用し

て積極的・頻繁にグローバル規模のグ

ループ再編を検討、実施し、戦略的目

的を実現しています。日本企業の間で

は、多国籍企業化してからの歴史が比

較的浅いこともあり、欧米の競争相手

に比べて、グローバル規模でのグルー

プ再編に取り組むことは未だ一般的に

なっていません。このような問題意識

から、本ニューズレターにて3回にわ

たり連載した日本企業による「グロー

バルグループ再編シリーズ」をまとめ

たガイドを発行いたしました。 

 

日本企業によるグローバルグループ再

編の検討材料のひとつとなり、厳しさ

を増す国際環境での競争力強化の一助

となれば幸いです。 

 

本ガイド（無料）をご希望の方は 

メールにてご連絡ください。 

 

 
 

mailto:global.update@bakermckenzie.com
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それに付随する権利を、他の証券会社の自己勘定口座へ移転するよう要

請できる。 

NPF取引失敗に関する公表義務は廃止され、一定期間、NPF取引が制限

される制裁制度を導入。 

詳細 

外国人投資家によるグローバルブローカー経由の発注 

• 技術的には、この改革により、外国人投資家がローカルブローカーに取

引口座を開設することなく、グローバルブローカーがローカルブロー

カーの取引システムへ直接注文を送信することが可能となる。ただし、

本規制は比較的新しいものであるため、当局がグローバルブローカーや

これに関連する技術的接続について具体的な要件を課すか否かは現時点

では不明である。 

• グローバルブローカーは、外国人投資家に代わって発注を行うにあた

り、ローカルブローカーとの間で契約を締結しなければならない。 

• ローカルブローカーは、直接の顧客に対する場合と同様に、グローバル

ブローカーに対しても完全かつ正確な情報を提供する責任を負う。 

• グローバルブローカー経由で提出された注文を受領する際、ローカルブ

ローカーは、当該注文が契約済みのグローバルブローカーから発出され

たものであることを確認し、注文受付に関するすべての情報（日付、

時、分）を完全に記録するとともに、注文提出及び注文確認に関する証

拠を保存しなければならない。グローバルブローカーも同様に、必要に

応じた事後検証のため、外国人投資家の発注に関する完全な記録及び証

拠を保管する義務を負う。 

• 注文執行後、ローカルブローカーは、サービス契約で合意された方法に

従い、速やかに取引結果をグローバルブローカーに通知しなければなら

ない。 

外国ファンド運用会社及び外国証券会社におけるデュアル口座構造 

• Circular 08は、外国ファンド運用会社及び外国証券会社が、各ローカル

ブローカーにおいて 2つの証券取引口座を開設できることを明確化・補

足している。すなわち、自己勘定による取引に専用の口座、及び、顧客

に代わって行う取引を管理するための口座である。 

NPF取引失敗時の新たな処理メカニズム 

• 外国機関投資家が NPF株式購入取引において支払義務を履行できなかっ

た場合、当該注文を行ったローカルブローカーは、両ローカルブローカ

ー間の合意に基づき、VSDC（ベトナム証券預託清算機関）に対し、未払

株式及びそれに付随する権利を、他の証券会社の自己勘定取引口座へ投

資家の口座から移転するよう要請することができる。 

• 従来、ローカルブローカーが国家証券委員会（SSC）、証券取引所、

VSDC及び当該ローカルブローカーのウェブサイト上で外国機関投資家

の情報を公表することを求めていた制度は廃止された。これに代わり、

支払不能が発生した当日に、ローカルブローカーは SSC、ベトナム証券

取引所及び VSDCに対して即時報告を行う必要がある。 

• 更に、NPF制度における支払不履行に対応するため、二段階の制裁制度

が導入された。 

「グローバル・プライベートM&A

ガイド（英語）」発行 

 
本ガイドは、非上場会社を対象とする

クロスボーダーM&Aの準備、実行段階

で直面する法務及び規制上の各種の論

点について、40法域の状況を取りまと

めています。 

 

前回の2021年改訂以来、世界における

法やビジネスを取り巻く環境は大きく

変化しています。特に、独占禁止法及

びその他の取引規制ルールは複雑さを

増しており、これまで以上に積極的に

施行が進んでいます。本最新版では、

複雑な合併規制や外国投資規制に関す

る最新情報を盛り込んでいます。ま

た、取引に影響を及ぼす可能性のある

税務上の問題、雇用法上の義務、贈収

賄防止に関する懸念事項も概説してい

ます。 

 

本ガイドはオンラインにより閲覧可能

で、法域やトピックごとのデータ絞り

込み、法域やトピックを跨いだデータ

比較、また特定法域を詳しく調べるこ

とができます。 

 

画像をクリックしてご覧ください。 

 

 

https://resourcehub.bakermckenzie.com/en/resources/global-private-ma-guide-limited
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o 外国機関投資家が支払義務を履行できなかった場合、初回違反

後、7営業日連続で NPF買付注文を行うことが停止される。 

o 30営業日の期間内に 3回の支払不履行が発生した場合、NPF取

引停止期間は 180営業日連続に延長される。 

これらの期間中、外国機関投資家は、いかなる買付注文についても、発注時

点で資産管理口座に全額の現金を保有していなければならず、NPF取引制度

を利用することはできない。 

最初のページに戻る 

 

3. 欧州 

英国 

春季財政報告及び春季経済見通しの公表 

概要 

春季財政報告では、増税や政策変更は発表されなかった。もっとも、秋季予

算案に続き現在議会で審議中の財政法案に対する改正案が公表され、オフ

ショアインカムゲイン（オフショアファンド2の持分の処分により生じる所

得）への課税に関して大幅な改正が盛り込まれた。また、相続税及び事業用

財産減免（Business Property Relief、以下、「BPR」）に関する規定も盛り

込まれている。予算責任局（OBR）による春季経済見通しも公表された。 

詳細 

3月 3日（火）、レイチェル・リーブス財務相は 2026年春季財政報告を行っ

た。財政報告は、新たな政策イニシアチブを打ち出すことに主眼を置いてい

ないため、個人向けの新たな増税や目玉となる政策転換の発表はなかった。 

もっとも、2024年及び 2025年の秋季予算で発表された税制改革は、2026年

4月 6日に施行される予定である。さらに、財政法案への修正案には、オフ

ショアインカムゲインに対する課税方法等、小規模ながら潜在的に重要な変

更がいくつか含まれていた。より広い視点で見ると、予算責任局の春季経済

見通しは、依然として脆弱な経済見通しを指摘しており、現在進行中の中東

での政治的緊張が、年内にさらなる財政上の決定を迫る可能性があると警告

している。 

主なポイント 

納税者が把握しておくべき、2026年 4月 6日に施行される主な改正は以下で

ある： 

• 相続税における BPR及び農業用財産減免（Agricultural Property 

Relief、以下、「APR」）に対する大幅な改正が施行される。具体的

には、両者合わせて 250万ポンドを上限とする 100%の免税が適用さ

れ、それを超える部分には 50%の控除が適用される。この上限額

は、労働党政権が当初提案していた 100万ポンドから引き上げられ

 
2 HMRCに対する年次報告の義務がないファンドに限る。そのようなファンド持分の

売却益は、キャピタルゲインではなく、オフショアインカムゲインとして課税され

る。 

「アンチ・ダンピング措置の 

国内手続」ガイド 

 
近年、WTOアンチ・ダンピング協定に

基づくアンチ・ダンピング関税の賦課

件数が年間100件を超える水準で推移

しています。 

 

本ガイドでは、アンチ・ダンピング措

置の発動国として件数の最も多い米国

のアンチ・ダンピング関税賦課の国内

手続の概要に加え、EU、中国、ブラジ

ル、及び日本の国内手続の概要を説明

しています。 

 

本ガイド（無料）をご希望の方は 

メールにてご連絡ください。 

 

  

mailto:global.update@bakermckenzie.com
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たものである。配偶者間で未使用控除枠の移転が行われた場合、2人

目の死亡時には上限が 500万ポンドとなる。 

• 英国には「一時的非居住者規定（Temporary Non-Residence 

Rules）」があり、租税回避のために短期間だけ英国居住者でなくな

ることで所得税やキャピタルゲイン税を回避する行為を防止してい

る。この規定には、個人が英国非居住者である期間に法人で発生した

利益から行われる一部の分配には適用されないという例外規定があっ

た。英国出国後に受け取る事業利益に関連する配当金もその例外規定

の適用対象であったが、4月 6日からは原則通り一時的非居住者規定

が適用される。 

• 資産の処分に際し、事業資産処分控除（Business Asset Disposal 

Relief）又は投資家控除（Investors' Relief）を適用した場合のキャピ

タルゲイン税率が、14%から 18%に引き上げられる。 

• 2026年 4月 6日より、超過累進課税方式の下での配当所得課税にお

ける基本税率及び高税率が 2%引き上げられる。但し、配当に対する

追加税率は 39.35%のまま据え置かれる。 

• 慈善目的で行われる遺贈に対する相続税の非課税枠が縮小される。慈

善目的の信託に対する遺贈は、より厳格になった慈善団体の定義を満

たさない限り、非課税の対象外となる。生前における慈善目的の贈与

についての同様の改正は、2025年秋季予算案で発表された後、2025

年 11月 26日から既に施行されている。 

• 相続税の適用範囲が拡大された結果、英国の農地は、たとえ非英国法

人を通じて保有されている場合でも、常に相続税の対象となる。これ

は、英国の長期居住者ではない者が非英国法人を通じて間接的に所有

している場合でもすでに相続税の対象となっている、英国の居住用不

動産に対する現行の取り扱いと軌を一にするものである。 

春季財政報告及び春季経済見通しの主なポイントは以下の通りである： 

• 2026年の国内総生産（GDP）成長率の見通しは 1.1%で、2025年の

1.5%から低下している。 

• 所得税及び国民保険料（NICs）の徴収額は、主に課税基準額閾値の

据え置きと堅調な所得成長により、2025/26年度には 4,800億ポン

ド、2030/31年度までに 6,000億ポンドに達すると予測されている。 

• 2026/27年度から 2027/28年度にかけては、一時的な本国送金制度

（Temporary Repatriation Facility、以下、「TRF」）及び元非英国居

住者に対する特別税率の適用により、所得税収が一時的に増加すると

見込まれている。 

• 主に所得税、国民保険（NICs）、付加価値税（VAT）及び法人税で

構成される総税収は、GDP比で、2024/25年度の 34.5%から

2030/31年度には 38.5%に上昇し、1945年以降で最高水準に達する

と予想されている。 

• 財政余力は秋季予算案以来、19億ポンド増加した。しかし、これは

歴史的な基準からすれば依然としてわずかなものである。特に、

OBRの分析が中東における紛争の激化以前に作成されたことを踏ま

えると、紛争が継続又は激化した場合には財政余力が急速に失われる

可能性があり、増税が必要となる恐れがある。 

現在議会で審議中の財政法案の修正案の主なポイントは以下の通りである： 
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• オフショアインカムゲインの取り扱いに関連して、1992年キャピタ

ルゲイン課税法（Taxation of Chargeable Gains Act 1992）の規定を

含む、英国の特定の租税回避防止規定の適用対象を一部の信託に変更

される。これらの変更は、旧非居住者（non-domicile）税制の終了及

び外国所得及び利益（Foreign Income and Gains）に対する居住地

ベースの課税制度（通称「FIG制度」）の導入に伴う改正の一環であ

る。この改正は、オフショアインカムゲインについても、TRFを機

能させるためである。 

• 未使用の年金資金及び大部分の一時金死亡給付金は、年金制度が設立

された国又は地域に所在するものとして扱われることになる。その結

果、被相続人が英国の長期居住者（LTR：過去 20課税年度のうち少

なくとも 10課税年度にわたり英国の納税居住者であった者と定義さ

れる）でない場合、そのような年金資金等は相続税の対象とはならな

い。この明確化は、現在英国の LTRではない個人、又は将来 LTRで

なくなる予定であり、かつ英国国外において年金のプランを有する、

又は既に有している個人にとって有益である。 

最後に 

結局のところ、2026年春季財政報告自体には、税制に関するサプライズは含

まれていなかった。もっとも、財政情勢が依然として過渡期にあるという印

象を払拭するに十分なものでもなかった。経済的圧力が依然として変化し続

けている中、政府によるさらなる介入の余地や、年末までに追加の税制措置

が打ち出される可能性は依然として十分に残されている。 

最初のページに戻る 


